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LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2025年12月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。

Salire03
テキストボックス
◆税務調査シーズン、いよいよ佳境　金周りの良さ見られています
◆さらに活用しやすくなりました！中小企業省力化投資補助金
◆役員給与を見直すときの留意点
◆こんなときどうなる？役員給与Q＆A
◆来年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法
◆確認しておきたい労働時間の定義・自己申告制導入時の注意点
◆36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
◆うちにピッタリの助成金は？助成金簡易フローチャート
◆はなさく生命商品ラインアップのご案内
◆M&A譲渡し情報
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〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12
【ボルトン税理士法人】  　　　　 TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910
【㈱ボルトン労務管理事務所】  TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589
【㈱北関東Ｍ＆Ａサポート】　   TEL：027-260-8630（代）／FAX：027-223-1910

〒370-0045 群馬県高崎市東町85　須藤ビル1階
【ボルトン税理士法人　須藤会計事務所】 　TEL：027-327-3261（代）／FAX：027-327-3262
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オーダーメイド・セミオーダーメイド性のある
設備導入・システム構築など、多様なニーズ
に応えます。
公募回制で、省力化指数などに関する詳細
な事業実施計画を作成。３ヶ月程度の審査
を経て、交付決定されます。
大幅賃上げ特例（補助上限額アップ）、最低
賃金引き上げ特例（補助率2/3にアップ）が
あります。

●

●

●

中小企業省力化投資補助金とは、人手不足解消に効果のあるロボットやIoTなどの
製品や設備・システムを導入するための経費を国が補助することにより、中小企業の省力化投資を促進し売上
拡大や生産・業務プロセスの効率化を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とした補助金です。 

省力化  補助金中小
企業

投
資

事業内容に合わせて多様な
設備やシステムが導入できる一般型 補助上限額

1億円
補助率※

　1/2　　2/3      小規模・
再生

中小
企業

簡易で即効性のある
省力化投資に カタログ注文型 補助上限額

1,500万円

スチームコンベクションオーブン

券売機

バランサ装置印刷用インキ自動計量装置

清掃ロボット

測量機

5軸制御マシニングセンタ無人搬送車（AGV・AMR） オートラベラー

補助対象
（カタログ掲載）

製品の
カテゴリ例 ▶

機器に付帯するソフトウェアも補助金の対象

オーダーメイドで設備導入が可能

※一部の省力化製品は、置き換
えであっても申請可能です。

検査が難しい微細な部品製
造を効率的に行うため、現
場に合わせ、最新のデジタ
ルカメラやAI技術を活用した
自動外観検査装置を導入

例えば、自動車関連
部品製造事業で

オンラインショッピングの顧
客数・購買量の増加に対
応するため、自動梱包機と
倉庫管理システムをオー
ダーメイドで開発・導入

例えば、 
通信販売事業で

補助率
1/2以下 最

大

最
大

どんどん追加中！

配膳ロボット

● 
● 
● 

対象製品のリスト（カタログ）に登録された汎用製品から事業課題に合わせて省力化製品を選択できます。
申請手続きが簡易で、申請から交付決定まで最短１ヶ月。随時公募受付のため、いつでも申請が可能です。
省力化製品の「販売事業者」が、省力化製品の導入と補助金申請・手続きをサポートします（共同申請）。

※補助金額1,500万円までは1/2 もしくは2/3（小規模・
再生事業者）、1,500万円を超える部分は1/3。

「販売事業者」の
選択肢が広がり、
より使いやすくなりました！ 

サービス業から
製造業まで、
様々な業種
向けの製品を
ラインアップ！

人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しする補助金が
さらに活用しやすくなりました！ 

NEW！



中小企業などが省力化製品を対象製品のリスト（カタログ）から
選んで導入し、販売事業者と共同で「労働生産性 年平均成長
率3％向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象です。

中小企業などが省力化効果のあるオーダーメイド・セミオーダーメ
イド性のある設備やシステムなどを導入し、「労働生産性 年平均
成長率4％向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象です。

0570-099-660
03-4335-7595IP電話などからの

お問い合わせ

ナビダイヤル

● 受付時間 ： 9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く） ※通話料がかかります。恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。

お問い合わせは、本補助事業コールセンターまで
あらかじめ上記ホームページの掲載資料や「よくあるご質問」をご確認のうえ、お問い合わせください。

本補助金の詳細や対象製品のリスト（カタログ）、公募要領などはこちらから
中小企業省力化投資補助事業ホームページ　https://shoryokuka.smrj.go.jp/

全都道府県に、インフォメーション窓口を設けています。詳しくは上記ホームページをご確認ください。

省力化製品に関わる工業会・
製造事業者・販売事業者のみなさま

カタログ登録
サポートセンター

03-6746-1530
でご相談受付中！

補助対象となる事業

補助率と補助上限額

申請から事業完了までの流れ

カタログ注文型 随時申請
受付中

5名以下
6～20名
21～50名
51～100名
101名以上

補助上限額従業員数

750万円
1,500万円
3,000万円
5,000万円
8,000万円

1,000万円
2,000万円
4,000万円
6,500万円

1億円

大幅な賃上げを
行う場合

1 2
2 3

補助率※

小規模・再生

中小企業

補助上限額従業員数

300万円

750万円

1,500万円

200万円

500万円

1,000万円

5名以下

6～20名

21名以上

大幅な賃上げを
行う場合

1 2

補助率

※補助金額1,500万円までは1/2 もしくは2/3（小規模・
再生事業者）、1,500万円を超える部分は1/3。

※各申請における補助額の合計が補助上限額に
達するまでは、複数回の応募・交付申請が可能です。

カタログ注文型・一般型それぞれ要件が異なりますので、必ずそれぞれの公募要領をご確認ください。
カタログ注文型・一般型は、補助対象経費が異なれば併用可能です。

補助上限額がアップする【大幅賃上げ特例】の適用要件

①給与支給総額の年平均成長率+6%以上増加 ②事業場内最低賃金が
事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
※最低賃金引上げ特例事業者は除く。 ※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の
従業員規模別の補助上限額との差額について補助金を返還。

補助率が2/3にアップする【最低賃金引き上げ特例】の適用要件

中小機構が指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50
円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
※小規模・再生事業者は除く。 ※補助金額1,500万円までが引き上げ対象となります。

補助上限額がアップする【大幅賃上げ特例】の適用要件

事業終了時に①給与支給総額+6%以上かつ、②事業場内最低賃金
+45円以上とする計画を策定し申請する必要があります
※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、補助額の減額となります。
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被扶養者の年間収入要件
　認定対象者の要件は、いくつかありますが、
そのうちのひとつに、認定対象者の年間収入
が、原則として130万円未満（※）であることが
あります。この年間収入は、認定対象者の過去
の収入、現時点の収入または将来の収入の見
込みなどから、今後１年間の収入の見込みによ
り判定することになっています。

給与収入額の考え方
　認定対象者に労働契約に基づく給与収入が
ある場合、現在はその労働契約に基づき、所定
内賃金のみでなく、時間外労働に対して支給さ
れる賃金等の見込みを含めた年間収入の見込
額を算出することにより、年間収入を判定する
ことになっています。
　これについて、2026年4月1日以降は、労
働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養
者の認定が行われることになります。具体的に
は、労働条件通知書等の労働契約の内容が確
認できる書類に規定される時給・労働時間・
日数等を用いて算出した年間収入の見込額が
130万円未満（※）であるかにより判定されます。

確認方法
　給与収入のみの認定対象者については、認
定を受ける際に、労働条件通知書等の労働契
約の内容が分かる書類を届出書に添付すると
ともに、認定対象者の収入が「給与収入のみで
ある」旨の申立てを行うことになります。
　添付された労働条件通知書等の賃金につい
ては、基本給のみでなく各種手当および賞与も
含めて、年間収入が130万円未満（※）であるか
の確認を行い、労働契約に明確な規定がなく
労働契約段階では見込み難い時間外労働に
対する賃金等は、被扶養者の認定における年
間収入には含みません。

給与収入以外の収入の取扱い
　給与収入以外にも年金収入や事業収入等の
他の収入がある認定対象者もいますが、この場
合には、勤務先から発行された収入証明書や
課税（非課税）証明書等により年間収入を判
定することとなり、これまでの取扱いから変更
はありません。 

2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける場合には、認定対象者の収入の区分を確認した上で、
給与収入のみの場合には、従業員を通じ、認定対象者の労働条件通知書等の提出を求めることになり
ます。4月は進学や就職により、家族の異動が増える時期です。早めに手続きの流れを整理しておきましょう。

12月号 / 2025社会保険情報　 ROUMU INFOR M ATION

来年4月以降の健康保険の
被扶養者の年収確認方法
健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われま
す。今回、被扶養者として認定を受ける家族（認定対象者）の年間収入を確認する際の考え方が、
2026年4月1日より変更されることになりました。以下では変更内容を確認します。

※認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満（配偶者を除く） 
　の場合は150万円未満

社会保険労務士法人ローム
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労働時間の定義
　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置か
れている時間のことをいいます。そのため、業務
について、使用者が明示の指示をしていない場
合であっても、黙示の指示により労働者が従事
している時間は労働時間に該当します。
　労働時間に該当するか否か判断に迷うもの
として、出勤時の公共交通機関の混雑や交通
渋滞を回避するために、従業員が自発的に始
業時刻よりも前に会社に到着しているような
ケースがあります。これについては、始業時刻ま
での間、業務に従事しておらず、業務の指示を
受けていないような場合は労働時間に該当し
ません。
　始業時刻前に会社に到着することで、従業員
が労働時間（時間外労働）と意識せずに業務
を行うことがありますが、業務指示の有無や労
働の密度に関わらず、業務に従事すれば労働時
間と扱われる可能性があります。早めに会社に
到着したからという理由で、不要な業務を行う
ことなく、始業時刻から業務に従事するよう指
示しておくことが重要となります。

自己申告制導入時の注意点
　労働時間の把握は、使用者が自ら現認する
ことにより確認・把握するか、タイムカード、IC
カード、パソコンの使用時間の記録等の客観
的な記録を基礎として確認し、適正に記録する
ことが原則です。これ以外に、従業員自ら労働
時間を申告することで労働時間を把握する自
己申告制では、「労働時間の適正な把握のため
に使用者が講ずべき措置に関するカイドライ
ン」で注意点が示されており、特に、押さえる点
が2つあります。

　実務上では、例えば定期的にパソコンの使用
時間の記録と自己申告との時間の突き合わせを
行い、乖離の確認を行う取組みが求められます。

この他、休憩時間に休憩を取らずに業務をしていないか、自主的な研修として労働時間扱いにしていな
いものが、実際は参加しなければ業務に支障が出る実質的に強制参加の研修となっていないかなど点検
し、労働時間として扱うべき時間であれば、取り扱いを見直しましょう。

① 自己申告により把握した労働時間が実際
の労働時間と合致しているか否かについ
て、必要に応じて実態調査を実施し、所
要の労働時間の補正をすること。

② 自己申告した労働時間を超えて職場にいる
時間について、その理由等を労働者に報告
させる場合には、その報告が適正に行われ
ているかについて確認すること。

12月号 / 2025労働基準法情報　 ROUMU INFOR M ATION

確認しておきたい労働時間の定義・
自己申告制導入時の注意点
日ごろの労務管理の中でも、労働時間の管理は未払賃金の発生の防止や、過重労働の防止の
観点から、非常に重要なテーマとなります。そこで以下では、必ず押さえておきたい労働時間の定
義、自己申告制を導入する場合の注意点を確認します。

社会保険労務士法人ローム
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３６協定で定める時間外労働及び休日労働
について留意すべき事項に関する指針

（労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針）

2019（平成31）年４月より、３６（サブロク）協定（※１）で定める時間外労働に、罰則付
きの上限（※２）が設けられます。

厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、３６協定
で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針
を策定しました。

（※１）３６（サブロク）協定とは

時間外労働（残業）をさせるためには、３６協定が必要です！

労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。これを「法
定労働時間」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（残業）をさせる場合には、

労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結

所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

３６協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「１日、１か月、１年当たりの時間外労働の上
限」などを決めなければなりません。

３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項

②使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を
負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まること
に留意する必要があります。（指針第３条）

３６協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条の安全配慮義務を負うことに留意
しなければなりません。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働

基準局長通達）において、

１週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発
症との関連性が徐々に強まるとされていること

さらに、 １週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は２～６か月平均で80時間を超える
場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること

に留意しなければなりません。

（※２）時間外労働の上限規制とは

３６協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました！

2018（平成30）年６月に労働基準法が改正され、３６協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設
けられることとなりました（※）。 （※）2019年４月施行。ただし、中小企業への適用は2020年４月。

時間外労働の上限（「限度時間」）は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ
ばこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内（休日労
働を含む）、月100時間未満（休日労働を含む）を超えることはできません。また、月45時間を超え
ることができるのは、年間６か月までです。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にしてください。（指針第４条）

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。（指針第２条）
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ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労
働基準監督署におたずねください。

 問合せ先：厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 03-5253-1111（代表）

 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できます。

検索ワード： 都道府県労働局 または 労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を
超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合
は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間
外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。（指針第

５条）

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのでき
ない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる
限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれ
があるものは認められません。

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)１か月の
時間外労働及び休日労働の時間、 (2)１年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づける
ように努めなければなりません。

限度時間を超える時間外労働については、25％を超える割増賃金率とするように努めなければ
なりません。

⑤１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を
超えないように努めてください。（指針第６条）

（※）１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ
い。（指針第７条）

⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
（指針第８条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協
定することが望ましいことに留意しなければなりません。

(1) 医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、
(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置
転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間
を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。（指針第９条、附則第３項）

限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案する
ことが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外
労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりま
せん。

限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案するこ
とが望ましいことに留意しなければなりません。

指針の全文はこちら ☞ https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf

（2018.9）
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助成金簡易フローチャート







業種 所在地 売上高 譲渡希望額

整形外科 関東地方 5億円未満 応相談

建築工事業 関東地方 10億円未満 応相談

建築設計業 関東地方 1億円未満 応相談

足場 関東～東北 8億円 応相談

空調設備工事 関東地方 5～10億円 応相談

注文住宅建築 関東地方 5～10億円 応相談

訪問看護／居宅介護支援 関東地方 6,500万円 応相談

システム開発業 関東地方 1～5億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 ㈱北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630


